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ォ
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す
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対
応
に
関
す
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自
然
環
境
の
変
化
や
生
物
多
様
性
が
企
業
の
業
績
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
情
報
を
企
業
や
金
融
機
関
が
開
示
す
る
た
め
の

枠
組
み
の
構
築
を
目
的
と
す
る
自
然
関
連
財
務
情
報
開
示
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
（
Ｔ
Ｎ
Ｆ
Ｄ
）
は
、
投
資
家
な
ど
の
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
が
、
自
然
を
持
続
さ
せ
な
が
ら
発
展
し
て
い
け
る
企
業
や
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
選
択
し
、
投
資
す
る
こ
と
を
可
能
と
す

る
。 

 

Ｔ
Ｎ
Ｆ
Ｄ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
、
全
て
の
企
業
や
金
融
機
関
が
、
規
模
や
セ
ク
タ
ー
、
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
の
規
模
を
問

わ
ず
、
自
然
関
連
課
題
を
特
定
し
、
評
価
で
き
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
、
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」

「
戦
略
」
「
リ
ス
ク
管
理
」
「
指
標
と
目
標
」
と
い
う
四
つ
の
柱
で
構
成
さ
れ
る
開
示
推
奨
項
目
、
「
Ｌ
ｏ
ｃ
ａ
ｔ
ｅ
（
発

見
）
」
「
Ｅ
ｖ
ａ
ｌ
ｕ
ａ
ｔ
ｅ
（
診
断
）
」
「
Ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｓ
ｓ
（
評
価
）
」
「
Ｐ
ｒ
ｅ
ｐ
ａ
ｒ
ｅ
（
準
備
）
」
の
四
つ
の
単
語

の
頭
文
字
か
ら
成
る
造
語
で
、
人
々
へ
便
益
を
も
た
ら
す
自
然
資
本
へ
の
配
慮
を
企
業
の
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
や
金
融
機
関
の

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
リ
ス
ク
管
理
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
込
む
た
め
の
実
践
的
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
あ
る
Ｌ
Ｅ
Ａ
Ｐ
ア
プ
ロ
ー
チ
を
含
む

評
価
ス
テ
ッ
プ
な
ど
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。 

 

国
内
通
信
会
社
の
中
に
は
、
Ｔ
Ｎ
Ｆ
Ｄ
の
最
終
提
言
ｖ
１
．
０
の
公
表
を
受
け
て
、
同
社
が
運
用
す
る
基
地
局
・
デ
ー
タ
セ
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ン
タ
ー
な
ど
の
通
信
拠
点
周
辺
の
環
境
分
析
・
評
価
を
行
い
、
植
物
の
外
来
種
・
希
少
種
の
分
布
を
推
定
・
評
価
し
、
優
先
的

に
対
応
を
検
討
す
べ
き
拠
点
を
特
定
し
て
い
る
。 

 

Ｔ
Ｎ
Ｆ
Ｄ
の
枠
組
み
の
下
、
企
業
や
金
融
機
関
に
自
然
資
本
に
関
す
る
情
報
開
示
を
促
し
、
世
界
の
資
金
の
流
れ
を
自
然
環

境
に
と
っ
て
負
の
影
響
を
与
え
る
結
果
か
ら
良
い
影
響
を
も
た
ら
す
方
向
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
は
、
人
類
が
自

然
と
の
共
生
を
果
た
し
て
い
く
う
え
で
極
め
て
重
大
な
こ
と
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

Ｔ
Ｎ
Ｆ
Ｄ
の
枠
組
み
に
基
づ
い
た
開
示
に
つ
い
て
、
日
本
国
内
で
の
普
及
状
況
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
か
。 

二 

Ｔ
Ｎ
Ｆ
Ｄ
の
推
奨
事
項
が
日
本
の
財
務
報
告
や
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
評

価
し
て
い
る
か
。 

三 

政
府
は
、
Ｔ
Ｎ
Ｆ
Ｄ
の
枠
組
み
を
国
内
企
業
に
適
用
す
る
計
画
が
あ
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
同
計
画
が
あ
る

場
合
は
、
そ
の
時
期
と
方
法
に
つ
い
て
説
明
願
い
た
い
。 

四 

前
項
に
お
い
て
、
適
用
計
画
が
あ
る
場
合
、
Ｔ
Ｎ
Ｆ
Ｄ
の
適
用
に
伴
い
、
中
小
企
業
に
生
じ
る
影
響
に
つ
い
て
の
想
定
と
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そ
れ
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト
策
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
具
体
策
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

五 

政
府
と
し
て
、
国
際
的
な
枠
組
み
と
し
て
の
Ｔ
Ｎ
Ｆ
Ｄ
に
日
本
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
く
べ
き
か
、
政
府
の
長
期
的

な
戦
略
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


